
平成２６年度随意契約情報(使用料・賃借料)総務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ

名
契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

1 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

ＩＢＪＬ東芝リース
株式会社　工藤
泰之

行政文書管理システム
機器一式（平成２６年４～
１２月分）に係る再リース
契約

20140401 20141231 874,030
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため

2 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

株式会社　スマート
バリュー　公共クラ
ウドＤｉｖｉsion
ＤivＭａｎａｇｅｒ　大
脇　正人

おおさかｉＤＣのラック等
利用契約

20140401 20150331 20,186,496
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務が特定の者（当該施設の運営
管理者）でなければ実施すること
ができないものであるため

3 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

ＩＢＪＬ東芝リース
株式会社　工藤
泰之

行政文書管理システム
機器一式（平成２６年４～
１２月分）に係る再リース
契約

20140401 20141231 30,428,474
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため

4 庁舎管理 庁舎管理
庁舎保全グ
ループ

日本放送協会
平成２６年度　日本放送
協会受信料（大手前庁
舎）

20140401 20150331 1,461,674
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

放送法,の第６４条の規定により同
協会との契約が義務付けられたも
のであるため

5 庁舎管理 庁舎管理
車両管理グ
ループ

株式会社　レックス
リース　安田　盛嗣

公用自動車（クラウン・ア
ルファード計４台）の賃貸
借契約の締結及び経費
支出について

20140401 20150331 2,400,192
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため

6 庁舎管理 庁舎管理
車両管理グ
ループ

株式会社　レックス
リース　安田　盛嗣

公用自動車（プリウス７
台）の賃貸借契約の締結
及び経費支出について

20140401 20150331 2,766,960
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため

7 庁舎管理 庁舎管理
車両管理グ
ループ

資金前渡職員　総
務部庁舎管理課
課長補佐

ＥＴＣスルーカード（マイ
レージサービス）の利用
にかかる経費

20140401 20150331 4,654,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務(ETCカードによる有料道路の
料金精算・支払)に関して府が必要
とする諸条件(親カードを必要とし
ない。年会費を必要としない。ETC
カードに係る契約実績がある。)を
満たしているりそなカードでなけれ
ばできないものであるため
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8 庁舎管理 庁舎管理
庁舎保全グ
ループ

ＮＥＣキャピタルソ
リューション　株式
会社　関西支店
山本　一岳

大阪府庁舎デジタル電
子交換機器賃貸借契約
の実施について

20140401 20150331 9,049,968
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

デジタル電子交換機は、再リース
機器でもあるため、特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため。

9 庁舎管理 庁舎管理
車両管理グ
ループ

オムロンクレジット
サービス　株式会
社

タクシーチケット供給等
業務の契約及び経費の
支出

20140401 20150331 21,785,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業者が特定の者（公募により選定
された業者）でなければ実施する
ことができないものであるため。

10 庁舎管理 庁舎管理
車両管理グ
ループ

日立キャピタル
オートリース　株式
会社　関西支店
早川　春彦

公用自動車（マイクロバ
ス）の賃貸借契約の締結
及び経費支出について

20140801 20150731 920,160
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため

11 市町村 市町村
総務グルー
プ

オムロンクレジット
サービス　株式会
社

タクシー借上料 20141121 20141214 800,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第１号

特殊の性質（ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄが近畿圏
の事業者に対し使用が100％でき
る）を有するため、買入れ先（ｵﾑﾛﾝ
ｸﾚｼﾞｯﾄｻｰﾋﾞｽ㈱）が特定されてい
る

12 市町村 市町村
総務グルー
プ

オムロンクレジット
サービス　株式会
社

タクシー借上料 20141121 20141214 800,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第１号

特殊の性質（ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄが近畿圏
の事業者に対し使用が100％でき
る）を有するため、買入れ先（ｵﾑﾛﾝ
ｸﾚｼﾞｯﾄｻｰﾋﾞｽ㈱）が特定されてい
る

13 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤整
備グループ

富士通リース　株
式会社
関西支店　藤田
博之

大阪府情報基盤サーバ
機器等の賃貸借（再リー
ス・Ｈ２７年３月分）契約
に伴う経費の支出につい
て

20150301 20150331 5,938,822
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため。

Ｈ２６．４～５月 ９件 円

Ｈ２６．６～７月 １件 920,160 円

Ｈ２６．１１月 ２件 1,600,000 円

総務部（使用料・賃借料）
93,606,794
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Ｈ２７．２～３月 １件 5,938,822 円

合　計 13件 円102,065,776
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